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「制度」に濃かれたピエロ

奥平 康 弘

はじめに

「制度」概念について，なにほどか学問的なことを書乙うと思い，多少は材

料を集めたり読んだり，考えをめぐらしたりもしてきたが，書くだんになる

となかなか踏ん切りがつかぬ聞に時が流れた。いよいよ切羽つまったいま

は，不幸にして，折角集めた材料の在る場所から離れた，万事に不如意な田

舎の地に滞留している。ただ，考えてみれば，ぼくには，もともと学問的な

物腰で何かを書いてみたところで，本当に学問的と胸を張っていえるものが

具わっているわけではないので，ともかくも学問的なものを目指して書くも

のと，乙れから記すような，全然学問的でないことをあらかじめ自白して書

くものとのあいだには，もともと差異はないといえばないのである。

こんな不格好な言い逃れを背景において，以下，「制度」概念の周辺を文字

どおりただ俳御してみようと思う。渡辺保男先生の追悼記念のためには，

ちゃんと仕切り直しをした仕事を，いつの日か提示しなければならないと考

えている。

制度論的視角の欠如

中村雄二郎がどこかで，和辻哲郎などを引き合いに出しながら，日本の思

想家や哲学者らは，一自然に対応する仕方における日本的な特殊性のゆえに

一「制度」に対する感覚が弱く，「制度J論的な思考に欠けるところがある，と

指摘していたのを憶えている。たしかに，日本型思考は，たいへんイデオロ

ギー的＝実体的な部分が重く，逆に思想の背後にあって深く思想とかかわっ

ているはずの「制度」に対する関心が極度に薄いという指摘は当たっていると

思う。
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なぜ，これまでの日本の思想家や哲学者には「制度」論的な視角に欠けてい

たのか。乙れには，中村が試みたような，「日本型思想jの中身に即した分析

が，説明として役立つで晶ろう。が，この問題の解答のためには，ほかにも

いろいろと考えるべき要素があるにちがいない。例えば乙れは，ひょっと

して中村の発想のなかに秘められているのではなかろうか，とあえて付度し

てみるのだが一日本のば晶いは，「制度」というととによって意味される諸物

の圧倒的多くが，明治以降，海外から移植されたものばかりであったという

とと，すなわち，自につく「制度」の多くが外来文物であるということのうち

に，先に示した関いの答え（すくなくとも，その一部）をもとめる試みであ

る。

たしかに，日本のぱあいは，統治のための諸機構，それらに関する，ある

いはそれらから繰り出される法令規則の類などなど，ふつう行政学や法律学

が対象とする諸「制度」は，明治政変を境に爆発的勢いで海外から移入してき

た也のばかりであるといっても，あながち過言ではない。いや，そればかり

ではない。教育，新聞・出版等メディア，医療，衛生，民生・保育など，さ

らには銀行，金融，経済その他の市場など，そのほか考えられるあれやとれ

やの，かならずしも統治と関わらない諸分野に普及するようになった諸「制

度」も，すべてとはいわないが，大部分は外来のものが幅を利かせるように

なったのであった。

乙れら「制度jは，外来（＝＝本来の地）にあって当時，現に在るものであっ

て，それらはそれぞれの目的に適合的であるという評価をそれぞれの地で，

受け，選別されたうえで日本社会へ移植されたのであった。それらは，それ

ぞれの母国にあって，長い時間と多くのエネルギーをかけて，作られてきた

ものであったろうが，日本へ持ってこられたときは，それらが作られ形姿を

整えて現に在るまでにいたった諸過程（よって生ずる人間と人間，人間と形

成中の制度などとのあいだにみられる葛藤）は，関係ない（＝＝イレレヴァント

な）こととして拾象されたにちがいない。外来の「制度Jは，いわばその技術

的な側面に着目して（あるいは，費用対効果の計算によってに選択されたと
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合理的に推定できるのである。

こうしてみれば，日本では個々の「制度」は，人聞にとって所与の事実にほ

かならず，品とはどうしたらこれを目的（その「目的」さえも，きわめてしば

しば，「所与のもの」であっただろう）に適合するよう運用するかが，問題と

して残されていたに過ぎない（運用にしたとごろで，所与としてのマニュア

ルが明示または黙示にあるばあいが多かったで品ろう）。あえて想像の域を

延ばしていえば，大学・専門学校の教科の広範な部分は，とうした諸「制度」

の組織・構造概論とその運用方法に関する技術・作法で晶ったのではあるま

いか。

要するに，こうしてみれば日本では，「制度jなるものを総体として捉え，

それを哲学的・内省的な見地から見直してみようという発想がなかなか生じ

にくいのは，也っともだと得心がいくので品る。

「制度jコンセプトの外来性

けれεも，ちょっと気にかかる乙とがある。「制度」という也の（「制度J概
念が当てはまる実体）はすべて明治以降外から入ってきたものばかりとはい

えまい，ということである。幕藩体制下においてだって，いや，それ以前の

古い時代だって，それぞれの時代要請に応じて，「制度J（と定義上呼べるも

の）が晶ったのではないか。多くをいうまい。例を幕藩体制にとろう。そこ

にはそれなりに，憲法学でいうところの実質的な意義における憲法があっ

た，と想定せざるをえない。なぜか。そうした憲法的なる規範があるのでな

ければ，幕府（ぼくは，幕府自身が「制度」以外の何物でもないと考えるので

あるが）の意思決定＝命令は有効に成立し，現実に適用されるととはありえ

なかったはずであるロ幕府と藩の関係，藩と藩の関係，それぞれの藩士や民

衆との関係，そのどれをとっても，それ相応に「制度j的なるものの媒介なし

には，処理しえなかったであろう（乙のぱあい，「制度」の組織運用に関する

法が恋意的・不分明で品ったとか，法といっても成文化された也のがすくな

かったとか，法と処分とが区別されていなかった…・・など近代憲法・行政法
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体系からみた，「制度」のおかしさ・不完全さを指摘する者があるにちがいな

い。しかし，それでもやっぱり，「制度」は「制度」であるのである！）。統治

のトップレベルから，回線をおろして，民衆の生活を瞥見しても，やはりこ

こにもいろいろな「制度」が存在し，かっそれなりに有効に機能していた事実

を否定する乙とは，むしろ不可能だろうと思う。自然経済に近い様式のもと

にあった農村的な生活共同体にあってさえも，それがまさに共同体であるが

ゆえに，共生のための，なんらかの「制度」をもっていないわけにゆかなかっ

たであろう。

要するに，幕藩時代にあっても人々は，「制度」ということばもコンセプト

も（ちなみに，「乙とばJとの対比において，「コンセプけというコンセプト

に興味ぶかい考察を加えているものに， White,James Boyd，吋heLanguage 

of‘Concepts’：A Case Study”，m hts Justice As Translation, Univ. of Chicago Press, 
1989が晶る）なしに，しかしさまざまな社会的な「制度」（と呼ぶに値し，そう

呼ぶほかない実体）に囲館されていたのである。当時代の人々は，「制度」と

いう，ある種の有用性をもった道具概念をもっていなかったから，これに

よって自分を囲館し自分たちを規定している諸「制度Jを認識もせず評価もせ

ず，総括也しなかった（その点だけをとれば，外来の諸「制度Jの氾濫的な移

入の応対に大童の明治初期の人々と，事情は全くおなじである）。そういう

わけだから，旧幕藩体制下の人たちのあいだに，［制度」と対決し，それにつ

いて哲学的・人間学的な考察をしてみようと試みる者が誰も出てこなかった

のは，当然といえば当然である。

しかし，いまさらいうまでもない乙とであるが，旧幕時代の人たちがそう

しなかったのは，自分たちを取り巻く「制度」が外国から移植された，外来の

ものであったからではないのである！ 幕藩期の人たちは，南蛮渡来の移植

「制度」であるとかないとかいうとととは全く別な理由で，そもそも「制度」と

いうととばもコンセプト也持たず，したがってまた，乙れらを哲学的・人間

学的な考察の対象とはしなかったのである。

乙うしてみると，われわれ日本人が「制度」を見すえる乙とをしなかったの
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は，われわれにとってそもそも「制度jは外来の移植物であったからだという

理由づけは，ごれは，十分なる説得力を持つことができないように，ぼくに

は思える。

外来文物という点では，明治以降移入されたある種の「制度J(というに値

する実体を具えたもの）がそうであったのとおなじように，「制度」というコ

ンセプト自体がそうであった。個々の「制度」＝事物（仕組み，規則，処理方

式などなど，客観的に措定されて晶るもの，品るいは反復して用いられるこ

とによって，客観的な存在と見なされるもの，その他いろんな言い方が可能

であろうが，「制度」が「制度」であるためには，単に観念として人の頭脳のな

かやことばとしてあるだけでは不十分で，それはプラクティスの世界に客観

的に現れ出て，その意味で客観性を具えた「事物」たらねばならないだろう）

がまず移入され，とれと付随してあとからコンセプトが移入されたのだろう

（さきにみたように，明治以前にも事物としての「制度Jはあったが，それは

「制度」というコンセプトで括られもせず，また，そう括られるべき必要も感

じられなかっただろうと思う。すなわち，「制度」という道具概念は無用で

あったのである）。このば晶い，ごとばとしての「制度」がヨーロッパに共通

のラテン語（in山田印刷に由来するものであるのは指摘するまでもないが，日

本語に先行して中国語がまずあったのか，いつ，どんな脈絡で， Zれが日本

語として現れたのかを，いまのぼくは知らない（参照，後記：若干のことば

的詮義）。ことでは，とれがラテン語あるいは西欧語に由来する翻訳語であ

ることを確認すれば足りる。

「制度Jという翻訳語が普及するようになる以前には，人々は事実として

「制度jに取り巻かれ，それに規定され，それに依存してきたにもかかわら

ず，それを「制度」というコンセプトのもとで認識し評価しようとする欲求を

持たなかったにちがいない。人々は，「制度」といった種類の一般総括名詞を

経由する乙となく，現に自分たちが関わる個別具体的なそれぞれの「制度」

（例，南町・北町奉行，五人組，宗門改帳，昌平校，書物問屋など）を他種の

「制度」や「制度」一般と結びつける乙となく，自己利害との関係でアドホック
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に認識し，そのアドホックなものとの対応を考えれば，それで十分であると

感じたにちがいない。いってみれば．かれらは，自己の関わるそれぞれの

「制度」に単に主観的に接したのであって，乙れを十分に客観的に眺めるとい

うととをしなかったロ

自己との利害関係があるかぎりにおいて「制度」に接し，その「制度」が 自

分にとって一役立つとか役立たずだとかいう感想を抱いて終わり，当該個別

具体的な「制度jを超えて，そこから「制度」一般に想いをいたすなどというこ

とをやらなかったのは，旧幕時代の人たちだけではない。乙れだけあれやこ

れやの「制度」に取り巻かれ，これだけ「制度」に振り因されて生きている現代

に住むわれわれも，似たり寄ったりである。個人の狭い利害関心の範囲内で

「制度」に関わるかぎりでは，いま「制度」という語を用いたが，これは不要な

のである。「某々税務署（その某々事務官）J「茶々 病院（その某々 X線技師）」

「某々大学（その某々教授）」等々，細胞的な指示名辞，しばしば固有名詞を

もってすれば足りる。

いま述べたことからわかるように，「制度jというコンセプトは翻訳語に特

有な外来種の匂いがあるから馴染みがうすいのではないロむしろ，ごくふつ

うには，乙のコンセプトは不要なのである。

「制度Jコンセプトの現代性

ぼくは外国のζとはよく知らないが，外国でも社会科学や法律学の分野で

「制度Jというコンセプトが市民権を持つにいたったのは，意外に最近のこと

であるだろうと想定する（ぽくが知っているのは，フランス憲法・行政法学

者， Hauriou,Mauriceの先駆的な業績“Lath6orie de !'institution et de la 

fondation”がある雑誌で公にされたのは， 1929年のととであったというとと

である）。オーリュウは「制度jコンセプトを法律学的な思惟の世界に持って

くることによって，いわば「社会的事実と意思行為の総合Jを試み，そうする

ことによって法律学在社会学あるいは社会科学と共通の基盤にすえることが

できたのであった。オーリュウ流の法律学的な「制度」論がどんな程度に社会
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科学の領域に影響を及ぼしたのかあるいは，全然及ぼさなかったのかは，ぼ

くがこれから勉強しなければならない論点のひとつではあるが，それと関係

するしないにかかわらず，アメリカ社会学の世界のなかに「制度J論として一

石を投じた作品として知られる Parsons,Talcott，噌・rolegomenato a Theory of 

Social Insti加世田S”が雑誌に載ったのは， 1934年のととであった。のち一世を

風擁するととになるパーソンズがまだ若輩の大学講師であった時期に書いた

この論文は「社会的諸制度に関する理論は，社会学およびその関連社会諸科

学のいずれにおいて也現今出まわっている研究文献でうかがうかぎり，きわ

めて不満足な状況にある。 Jという文章から始まっているのである σarsons,

Talco民’'Prolegomenato a Theory of Social Insti加lions",reprinted in SOAm Socio. 

Rev. 319-333, at 319）。哲学・思想の分野で「制度Jコンセプトと対決するにい

たったのは，もっと後の乙となのではあるまいか，という感想を持ってい

る。すなわち，社会諸科学が「制度Jコンセプトを用いて現代社会の特徴を分

析し，描き出すようになり，それを見とどけてから哲学が，現代社会におい

て特徴的な「制度」と人間の関係を，たとえば「制度と自由」とpったふうな課

題を立てて論ずるようになったのであろう，と思うのである。すなわち，西

欧においても，人々が一般的な名辞によって諸「制度」を総括把握し，その存

在形態・その機能のあれ乙れを哲学的に議論するようになったのは，ごく最

近，近代末，現代に入ってからのことであるだろう。

それ以前には，「制度」（というに値する実体）がなかったわけではもちろん

ないが，それを「制度」というコンセプトで括ることをしなかったのは，西欧

でもおなじであった，と思う。たとえば，中世にはカトリック教会結様車とい

う「制度jとならんで，他種のあれとれの「制度」を考える必要も余地也なかっ

ただろう。絶対主義にあっては，王権体制jという「制度」は，他の「制度」とい

かなる両立も許さず，その意味で比較を絶した「制度」であったろう。各「制

度」は，いうならば，みずからに特有なものとして，回sichに，あるいはア

ドホックに成立し機能していたロ

「制度jコンセプトが出てくるのは，個々の諸「制度」を超えた社会総体を想
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定し，それとの脈絡で個別「制度」の意義，役割分担などを捉えようとする人

間の意欲と無関係ではない。すなわち，社会体制の総体を客観的に認識し，

なんらかの意味でこれに批判的な評価をくだそうと欲求する時代精神が出て

くるのでなければ，「制度」論は不要なのだろうと思う（もっとも，だからと

いって，すべての「制度」論が必然的に社会批判的内容のものであるというつ

もりはない）。

もし日：本で， f制度」への哲学的な対応に西欧と比べてー遅れがあるのだ

とすれば，その原因は，そ也そも「制度」（というに値する実体）が，外来の事

物であった乙とにあるのではなくて，現にある諸「制度jを総括する「制度」コ

ンセプト自体が外来の観念であり，その移入にそれ相応の時の経過が必要で

あったからなのである。では一体なぜ日本では，「制度」コンセプトが自生す

る乙とがなかったかという，あり得べき聞いに対しては，なぜ一体日本では

社会を客観的に認識し批判的に考察する学問，社会諸科学が自生しなかった

のかという，ぽくには手におえない問いと，その聞いは）体の也のがあるだ

ろうとしか，いまは答える準備がない。

ことばとしての「制度」

翻訳語としての「制度」という日本語は，いまでは，常識を具えた誰のあい

だにも普及しているが，どうにも日常用語的ではない。よそよそしい冷たい

感じがするのは，あるいはとの語の宿命かもしれない。けれども，それにし

ても乙のことばは，島国のように他と切り離されて，孤立してあるもののよ

うにみえる。

欧米ではとうなのだろうか。“insti加国m”というラテン語のととについて

は，ぼくには何も言える資格がないが，簡単な辞書的知識によれば，接頭の

“m”は，文字どおり“m”として理解されるようなものである。あとのほう

は，英語の“setup”に当たる“S凶町田”を名調化したものと解して大過なか

ろう。ごのかぎりでは，語源は日常用語的であって，誰にでもわかるように

なっているのがわかる。
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ちなみにたとえば，それに対応する英語，“msti加tion”は，中世的キリスト

教的な伝統を引きずっている儀式用語部分を捨象していえば，これはもう，

日常用語そのものといってよろしいであろう。教会，病院，学校，協会，学

会，施設などなど，具体的あるいは抽象的なイメージを持って人々に迫って

くる。ことには，人々が一定の目的を遂行するために共同して設立した何物

かが見えるのであるロ

ぼくが「制度」という己とで日本とちがうなと恩わされたのは，一例として

挙げるにしては，余りにも有名な文書であるので気がひけるがーアメリカ独

立宣言（1776年）のなかにある次の文言である。周知のようにその第二パラグ

ラフは，造物主により万人は不可譲の権利を与えられているのは自明の真理

として信ずると記している。そしてつづいて，これらの権利を確保するため

に被治者の同意に由来して「統治諸機構が設定されることJが宣言されている

のであるが，この括弧に付した部分はオリジナルでは，“governmentsare 

泊組包囲”ということばで表現されている。統治諸機構は，制度として設立

されるという意味が自然にうかがえるのであるロ英語的にいえば，かく設立

された（instituted）諸機構を組織づけ組み立てるものとして，憲法

(consti阻tion）が観念されているのに気づかされる。

英語の“面sti印刷n”に関連して，われわれ日本人にとってちょっとした驚

きであるのは，乙のととばには，「すっかり有名になってしまった男（または

女）」といったふうな意味が含まれていることである。ぼくがいちばん最初に

この用語法に接したのは，ウォJレタ・リップマンの評伝を素材にしたある書

評文においてであった。そこには，“Ofcourse, I knew Lippmann田 thenation’s 

most eminent jo町nalist,almost阻 insti岡山nin himself，，とLミう文章が出てくる

ので晶る（ Ronald Steel, The B10g回.pheras Detective What Walter Lippmann 

Preferred to Forget NヱTimesBook Rev July 21, 1985 p 3 ）。“institution”という

語を日本語の「制度Jに固定してのみ考えるぼくの語感では，このテクストは

一見不可解であり，奇異に感じられた。けれども，二読して，こんどはコン

テクストにおいてわかるのである。つまりぼくの解釈ではこうなる。 W・
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リップマンはいわずと知れた大ジャーナリスト。ごく最近まではアメリカ，

いや世界報道界・思想界にほとんど君臨した大御所的存在である。個人（＝

主観）でありながら，単なる個人を超えた客観的な存在であった。乙れを要

するに，リップ7ンはーそのみち＝方面にかけてはー単なる個人＝主観的存

在であるよりは，より多く「制度」（乙れに近い役割を果たす存在）なのであっ

た。

ピJレ・クリントン氏も明仁氏も疑いもなく寸闘の人間＝人格である。しか

し，クリントン大統領も天皇明仁もともに，とれまた疑い也なく「制度」なの

であって，もし両人はその背景に一定の「制度」を持っているのでなければ，

乙れほど多くの人々が彼等に敬意を表するととも，彼等に注意も払う乙とも

せずに済ますことだろう。大統領職や天皇職は，クリントン氏や明仁氏と関

係なく存在する地位＝「制度」であり，そこへ両氏はそれぞれ，いわば補され

ているわけである。乙れに反し， W・リップマンの「制度」化のばあいには，

かなりちがう。彼の「制度J化は，リップマンに先行して何か客観的な職や地

位（すなわち，彼とは5!1!:立の「制度J）があって，そこへ彼が補される乙とに

よって生ずるのではない。リップマン自身の能力あるいははたらきによっ

て，報道界その他社会一般の注目を集め，その過程が反覆されるにつれだん

だん，彼はジャーナリストの鑑＝範型＝パターンと見倣されるようになっ

た。彼そのものは，いかなる意味でも，鑑でも模範でもなく，その意味では

「制度」では晶りえないのだが，人々が彼をそのようなものとして受け止める

ことが恒例となるととによって，そうしたイメージがいわば独り歩き＝客観

化するようになる。リップマンのばあいの「制度」化は，こうして生じたのだ

と思う。

ぼくはリップマンについての用語例について，乙のように想像をたくまし

うし解釈してみたのだが，後日，英和辞典に当たる機会が畠って次の事実を

知った。つまり，たいていの辞典には，“insti阻tion”の項にちゃんと，会話

的用法として「よく知られた人［物］，名物男［女］」というのがあるのである（オ

リジナル作品ではなく翻訳本で出会ったのだが，次の例がある。「トーマ
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ス・マンは，ある意味でアメリカの制度となった。彼は，アメリカの文化的

な諸事象の核心に確乎と座を占めたようにみえた。 J（傍点引用者。 Jレイス－

A・コーザーく荒川幾男訳〉『亡命知識人とアメリカJ264頁。 1988年，岩波

書店））。

あらためて外国語を会得することのむずかしさを覚えさせられたが，乙の

意味の由来するととろは，ぽくがリップマンの用語例で想像した論理的な経

路とそんなに大きな淫庭がないであろう。

「制度」が英語にあっては会話的語法として「有名人」「名物男［女］」の意味を

ともなうというのは，次の二つの点で奥昧ぷかい（仏，西，伊などラテン系

語やドイツ，北欧のゲルマン系語でも，似た語法があるのだろうか。ぼくは

との点をまだ勉強していない）。一つ，とうした語法のなかにはそれなり

に，社会諸科学や哲学で問題にする「制度」コンセプトと触れ合うものがちゃ

んと含まれていることである。二つは，そうであるので，日本語の「制度」が

島図的な形で孤立しているのとちがって，英語圏の人びとにとっては，「制

度」は日常の世界で現実の拡がりを持っているらしいという乙とで晶る。

文学と反制度性一筒井康隆氏のぱあい

「制度」コンセプトに取り猿かれたおもむきのあるぼくを最近喜ばしてくれ

たのが，筒井康隆f断筆宣言』（1993年）で晶る。筒井氏の論説は，ぽくの本

業ともいうべき表現の自由にいちじるしい関係があり，本当なら乙の方面の

考察をごそ進行させねばならないのだが，いまは「制度Jとの脈絡でこれを取

り上げるに止める。

筒井“断嘗事件は，氏の作品「無人警察」が1994年春から使用される高校用

教科書『国語I』に掲載されることになったところ，この作品には「てんかん

への差別を助長する表現がある」として，関係団体が，一方では文部省に対

して検定合格の取り消しを要求するとともに，他方ではこの教科書の出版社

に対し「無人警察」の削減または販売中止をもとめたことに端を発する。氏

は，こうした形ではじまった発端の晶りょうを，日関係団体）の糾弾は一見，
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表現の自由とは無関係の，またはその中の極く些細な問題，つまり制度内の

良識たるべき『教科書jに『無人警察』が載る乙とのみ的を絞っているように思

える。 Jとまず捉える。ところが氏は， Zれが「非常に恐ろしい」という。な

ぜか。「・・・それはまさに一般的な良識を根拠にしているからであり，こ

れは例えば『家族のことも考えて，乙れ以上アプナイ乙とは書かないで下さ

い」という妻や家族のととば，つまりは「内部からの圧力」同様の恐ろしさが

あり，やはり反制度の立場に立つ作家の強力な敵と言える。そして，制度と

いうものはごうした一般的な良識に乗じて，どうしても制度内にとり乙む乙

とのできない小説の言語全体にまで圧力を加えようとする傾向にあるの

だ。・・・だが，乙うした一般的，制度的な「良識」に従わなければならなく

なった時，小説の機能の大部分は失われてしまうのである」（筒井康隆『断筆

宣言への軌跡j，光文社1993年， 182ー183頁）。

たまたまとの事件は，学校用教科書という国家法制上の制度の位上におい

て生起した。したがって，筒井氏が問題にする「制度jは，教科書という国家
うつわ

制度と否応なく関係する。けれども，それは文字どおり器なのであって，氏

が「制度」によって意味する核心はむしろ，学校用教科書制度に貫流するーと

氏が見ると乙ろのー「一般的な良識」にほかならない。

氏は「反制度的でなくてはならない小説」（184頁）という言い方をしてい

る。が， Zのばあいの「反制度的」というのもたぶん，「制度」そのものという

よりもむしろ「制度Jを規定する と氏その他当該「制度jを問題にする任意の

人が読み取るところのー「一般的な良識」に挑戦的なとか，批判的なとか，と

いった意味のほうがつよいと思う。

「反制度的でなくてはならない文学」という氏の「文学」コンセプトは，氏が

「17世紀のイギリス，スウィフトの著作にまでさかのぼるととのできる，と

のプラック・ユーモアという文学的偏統を守ろうとしている作家のひとりで

す」（178頁）と自己定義している乙とと有機的に結びついている。氏によれ

ば，ブラック・ユーモアとは「人種差別をし，身体障害者に惑錬ないたずら
傘ぷ

をしかけ，死体を弄ぴ，精神異常者を明り笑い，人肉を食べ，老人を賜り殺
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すといった内容を笑いで表現するととによって読者の中の制度的な良識を笑

い，仮面を剥いで悪や非合理性や差別感情を触発して反制度的な精神に訴え

かけようとするものです。」（179頁）とあるからである。

もっとも，ブラック・ユーモアという名を冠すか冠さないかにかかわら

ず，小説あるいは文学というものは「反制度的でなくてはならなLリという考

えを，筒井氏がもっているのは疑いない。そのととは，とんどの事件を契機

に出版された文章集成たる『断筆宣言への軌跡』の随所において明らかであ

る。たとえば，とりわけ，例の死刑囚永山則夫氏に対する日本文芸家協会

の入会拒否措置を講義する文章のひとつに，氏は次のように書いている。

「常識以前に文学というものがあることくらいわかりきったととだ。常識の

上に成立した文学というものはあり得ない。制度というものは，本来が制度

内的ではない文学者をなんとか制度内にとりこもうとして『ちょっと変わっ

たととを言う人たち』という認識の下にその存在を許容している。その上に

なんで常識を振りかざす必要があるのか。 J(144頁）。先に「一般的な良識」と

いう文言で対抗的に捉えられていたものが，乙乙では，ただ単に「常識」とい

うととばで表現されている。先には，問題のフレームとして教科書という

「制度」があったが，とこでは，日本文芸家協会という，よりアドホックな

「制度」が背景としてある。けれども，総体として語られ，関われているとと

は，基本的におなじものである（也っと也，永山入会拒否事件では日本文芸

家協会が，氏のいわゆるf反制度的な」文学者たちの集まりであり，かつ，氏

はそうした集団の一員であるのだという契機を前提としているという点で

は，乙の事件は，氏にあってより内在的な問題性をはらんだものであったと

いえるであろう）。

文学は反制度的であらねばならないか

さて，ぼくはといえば，筒井氏の闘志・創作欲の対象であり，それをかき

立てずに止まないと乙ろの，「制度」および「制度」に規定され，また，「制度J
を支えてきているところの「一般的な良識」晶るいは「常識Jを相手にして商売
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を営んできている憲法研究者である。そういう者として，「反制度的でなく

てはならない小説」などをとやかく論ずる資格はなかろう，と自覚するρ そ

れにもかかわらず，いままで述べてきたかぎりでの筒井氏の文学者としての

ポジションは相当程度において理解し得，かつ，共感を覚える部分があるの

である。

ぽくには，小説＝文学というものはそもそも，「反制度的でなくてはなら

ない」と断言できるものなのかどうかはわからない。きっと乙れにきちんと

答えるためには，その前提として「反制度的Jという乙とによって，われわれ

は一体何を意味するかをもう少し，はっきりさせてもらう必要があるだろ

つ。

突拍子もない例を出してみる。 Fイツ・ナチス時代の強制収容所という制

度。この制度を成立させた指導理念というものがあり，乙れを支える「一般

的な良識jなり「常識jというものも，大まかに合意し得るものとして在る，

と推定し得ょう。乙れらにぴったり合致した，その意味で「制度（内）的な」文

筆作品という也のはあるだろうな，とこれまた漠然と推定され得る。問題

は，そうした作品が「文学」の名に値するかどうか，なかんずく，よき文学作

品たり得るかどうかである。ぼくには，このような性質の「制度」，すなわち

短絡的というそしりを覚悟であえていえば，非人間的な 非文学的な「制度」

とかかわっては，文学＝小説は「反制度的」以外にありょうがなかろう，と思

える。乙のば晶いは，「制度（内）的な＝反制度的でない文筆作品jは，文学で

はなくて，プロパガンダ，宣伝文というべきものだと思う。

もうひとつ，病院という「制度」を例にとって考えてみる。東京では老人の

80%が病院で死を迎えるという程に，いまや病院はわれわれに身近な「制度」

になっているらしい。その病院で死につつある老人を題材にして文学作品を

物しようとするとき，それが文学の名に値するためには，あるいはよさ小説

として評価されるためには，かならず「反制度的でなくてはならない」だろう

か。先にもいったように，乙れに答えるためには「反制度的」という乙とに

よって何を意味するかという問いがもたげてくるが，乙れをいま寝かしてお
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いて，どのような意味に用いて也ょいとすれば，病院の事例のぱ晶いは，ぽ

くの感じでは， f反制度的な」ーと評価を受けるような→陥と同程度に，

f制度（内）的な」ーと評価を受ける余地のある→協もともに，よき文学であ

り得るし，つまらない文学であり得る。

病院のような種類の「制度」のば品いは，その背後に，あらゆる合理的な

（回出onable）人聞をも説得し得る理念＝「制度目的Jがあり，乙の目的に適合的

なものと理性的に（rationally）判断して選択された制度組成部分と同じ判断に

より選抜され配分された人的要員があり，その人的要員によってうごかされ

る器材装置があって， ζれらの設備の総体を理性的な判断によって自らの利

益のために活用しようとするユーザー＝患者がある。設備の一部が特定の

ユーザーのニーズのために機能し，それら全体がうどいている姿のなかに，

病院という制度のはたらきがある。ーとまあ，大雑把にいえるであろうロ

さっき想定した文学作品のばあいは，そういった病院という制度のはたら

きを，個別具体のユーザーなり，制度内の人員なりに焦点をあてて叙述する

ので晶るが，それは結局，「病院と人間」「制度と自由」という抽象レベルで総

括し得るようなテーマに肉薄するごとが要請されているのだと思う。そし

て，ささほどの繰り返しになるが，乙のテーマ，すなわち「制度と自由」にか

んしては，「制度的jにも「反制度的」にもアプローチ可能であるだろうと思

う。乙のぱあい，急いで付け加えておくが，「制度的」とは，けっしてたとえ

ば，制度目的を合理的に自己判断するととなしに他律的・受動的に受け取め

て怪しまないとか，乙の制度目的と制度運用者が一方的に選択した特定措置

とのあいだのずれを認識しないとか，認識したけれども不問に付するとか，

総じて「制度無批判的jで晶るととを意味しないのである。あるととがらに

「内在的Jに接することによって，そのことがらによりよく「批判的」であり得

るので晶る（そして，このようによりよく「批判的」であるζとによって，そ

のことがらに対してより優れた意味で「好意的」とか「建設的」とかであり得る

のである）。

かく述べるととによって，ぼくは文学における「反制度的なるものJに敵対
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的である，と誤解して欲しくない。なんどもいうように「反制度的」とはなに

かをはっきりせずに乙のととばを用いるのはよろしくないが，制度の現状

（あるいは，現状を適確に照らす断片）と制度を制度として成り立たしめてい

る根本理念とのあいだに介在するずれ（それは，いろいろの理由により，ど

んな制度においても恒在しているか，出現する可能性がある，とぼくは思っ

ているのだが）なるもの すなわち「制度と自由Jの緊張関係ーを文学的に扱

う方法としては，「反制度的」を標携するポスチャアのほうが，わかりいいか

もしれない。ただぼくの考えでは，「反制度的」であることによって文学は当

該制度の解体を迫るのではなくて，よりしばしば，制度のあるべき姿をもと

め語っているのである。そのととは，病院を素材にする物語が「反制度的Jfこ

叙述されながら，しかも「よき物語J「立派な文学jであるためにL功ョにあった

らよかろうかを想像してみればわかることである。

後記：若干のことば的詮義

本文は，「制度Jという日本語の由来を尋ねるいとまもないまま書かれたロ

脱稿後，幸運にも，岩波書店『広辞苑j国語分野担当の方から，乙の点にかん

する情報をいただく乙とができたので，乙 ζにそれを紹介したい。『哲学字

葉』（東京大学三学部印行， 1881年4月）において「制度Jは，次のような形で二

度登場するロ最初は，英語“R叫e”の訳語として「主観U，法式，制度，順序J
というふうに。二度目立，“Sys恒m”の訳語として「系，統系，門派，教法，

制度，法式，経紀」という具合に。岩波書店の辞典編纂専門家によれば，『哲

学字葉jは，西欧の学術タームを日本語にどう当てはめるかを示した，当時

標準的な文献であって，世紀変わり自の『言海Jのような大型辞典には大体と

の使い方で，「制度」が載っているとのこと。「制度」ということばそのもの

は，ずっと古く漢籍に用いられており，日本書記にすでに出てくるそうであ

るが，乙れが右に示されたような新しい意味づけを与えられたのは，明治期

に現れたこの 『哲学字葉』がいちばん古いものといえるだろう，という。乙

の形の「制度jは，西周などの著作物に出没するのではなかろうかという示唆
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を受けたので，後日探索を試みたい。（ちなみに，現在のわれわれの語感か

らして，「制度」という日本語にもっとも近いと恩われる欧米語は，

“Insti佃tion”であるといって異論のないと乙ろだと思うが，うえにあげた『哲

学字葉』には，この語，＂Insti加tion”という語が登録されていない。これは， f哲

学字繋jの原典であるWilliamFleming, The Vocablary of Phi/osop句，Mental,and 

Metaphysical, with Quotattons andRψrences; For the仇 eofSi血dies(Isled 1856) 

に，乙の語そのものが収録されていなかったという乙との反映であるかもし

れない。いずれにせよ，明治はじめには「制度」が，“Rule”と“Sy臨ぱ’の脈絡

で理解されていたらしいというのは，興味ぷかい（飛田良文編『哲学字集訳語

総索引J笠間書院， 1979年）。

以上の知識を背景にして，ぼくの認識に属することになった情報をほんの

一，二，記しておく。明治政変直後というか，政変の真最中というか，慶応

四（1868）年戊辰正月十七日，新政権ははじめて「職制」を定めた。それにより

太政官中に，神祇，内国，外国，海陸軍など七科が設置されたが，その一つ

に「制度Jがあった。制度寮総督は「管職制度名分儀制撰叙考課諸規則ノ事ヲ

督ス」とある（参与高里小路博房が制度寮総督を兼務する）。官制上「制度」と

いう語が明治以降出てきた最初の事例ではなかろうかと推測される。周知の

ように明治初期には，朝令暮改が日常的であったから，同年閏四月二十一

日，官制が改められ「制度」の名を冠する寮あるいは局は消失し（四月二十七

日「政但書」参照。政骨量書を宮中に達する文書冒頭に「今般制度規則被相

改・.Jという文言が出てくるのに注意）しかしさらに翌年四月十七日，制度

寮が復活（議定兼知学事山内豊信が総裁となる）したとしても，驚くに足らな

い。その後のうごき，すなわち制度寮が制度取調所在経て制度局にいたる過

程は，いまは省略する。

いわゆる十五年政変を経て，明治政権はドイツ諸邦の憲法をモデルとして

憲法制定作業に着手するととになるが，これに合わせて明治十七（1884）年三

月一七日，宮中に制度取調局が設けられ，参議伊藤博文がその長官に任ぜら

れ，井上毅，伊東巳代治，尾崎三良，金子堅太郎などの面々が制度取調局御
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用掛兼勤になったことは，広く知られているとおりである。来たるべき憲法

は「欽定憲法」でなければならなかったから，その取調べはほかのどとでもな

く，宮中においておこなわれるべきであった。『明治天皇紀』は制度取調局創

設に当たって，その乙とを強調している。同じ『明治天皇紀』には，以下のよ

うな文言があって興味をひく。「・・・凡そ法律・職制の創定改廃大に制度

に関係するものあれば，先づ此の局の審関に付せしめ， E憲法調査の事に当

らしむ，博文嚢に勅を奉じて欧洲に到り，立憲君治国の窒塗丞笠担亙を攻究

し，其の現行の実況を視，利害得失を察して帰るJ（傍点ー引用者，『明治天

皇紀第六』明治十七年三月十七日の項）。乙の文面において「制度Jとは何を

意味するのだろうか。非常に定かとはいいがたい。それは一方で「憲法及び

制度」といっていると乙ろからみれば，憲法とは相対的に区別されている

が，他方それは「法律・職制Jより色より基底的な根本規範といったようなも

のを示唆しているようでもある。どちらにしても「制度」はかなりの程度にお

いて「憲法」に近く，ひょっとすれば両者は相互一体的もしくは相互互換的な

ニュアンスを含んでいたとみてもいいかもしれないロ実際のと乙ろ，「制度

取調局jなるものはその中身において「憲法取調局Jにほかならなかったとい

えるからである。

とれに関連して言及したく思うのは，明治七（1874）年二月，加藤弘之が若

干の政府首脳に送った建白書における「制度」の用語例である。問題の文書

は，折からの民選議院設立論争にめがけて時期尚早論を唱え，論争の流れに

ある種の影響を与えた也のとして広く知られているが，加藤は，文書の前半

において，「蓋シ議院ヲ設立スJレハ専ラ国家治安ノ基礎タJレ制度憲法ヲ創定

センカ為ナリ。而シテ制度憲法ヲ創定スJレハ先ツ邦国今日ノ世態人情ニ適切

恰当ナJレ者ヲ撰ハサJレ可ラス。」（傍点ー引用者。指原安三編『明治政史』上

篇，『明治文化全集j第九巻， 218-219頁，日本評論社， 1968年第三版）とあ

るのを典型例として，しきりに「制度憲法」というととばを用いている。これ

は，文脈上現在われわれの意味する「憲法」以外のものではない，とほぼ断言

できる。と乙ろが前半ではあれほど多用された「制度憲法jという語が，後半
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ではなぜか完全に消えてしまうロそして，「然レ Fモ文化未タ全カラサル国

ニ於テ遁カニ此制度ヲ創定セント欲シ或ハ各国共ニ此制度ヲ全ク同一ニ為サ

ント欲スJレカ如キハ甚タ謬レリ」（傍点ー引用者。 220頁）といった文章が典型

的であるように，前半で「制度憲法」の語が当てられていたばあいに対応する

後半にあっては，すべて例外なく，単に「制度」という語によって取って替え

られているのである。すなわち，加藤にあっては，「制度憲法」と「制度」とは

相互互換的であり（たぶん，なん度も「制度憲法」を用いたので，後半は，深

い考えに也とづくことなく，軽い気持ちで「憲法」という付加語を省いたに過

ぎなかろう，と推定するにかかるものとしてf制度」は「制度憲法Jとおなじ

ように「憲法jを意味している，と理解しても，たいへんな的外れではなかろ

うと思う。明治のある時期には，「制度Jはこんなふうに，憲法と関連もしく

は結合して用いられていたらしい。もしそうだとすると，「制度Jが現代風な

拡がりを持つようになったのは，どんなことが契機になって，いつごろだっ

たのだろうか，という疑問と今後付き合わなければならないことになる。


